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はしがき 

 

 本報告書は、日本財団の 2011 年度助成事業「船舶関係諸基準に関する調査研究」の一環として、タンカ

ー・バルカー等構造関係プロジェクトにおいて実施した「タンカー・バルカー等の構造に係る基準整備に

関する調査研究」の成果をとりまとめたものである。 

本プロジェクトでは、船舶の防食塗装基準（PSPC）に関し、2008 年 7 月 1 日建造契約船から適用されて

いるバラストタンク等PSPC実施上の課題の抽出等PSPCの円滑な実施及び今後あり得る見直しに資するた

め、防食基準ワーキング・グループを設置し、検討を行った。また、IMO の海洋環境保護委員会（MEPC）

で検討が行われている油流出による環境影響評価基準に関し合理的な基準を策定するとともに総合的安全

評価（FSA）の関する審議のフォローを行うために、FSA ワーキング・グループを設置し、検討を行った。

また、IMO の船舶設計設備小委員会(DE)で検討が行われている船内騒音規制の見直し・義務化の対応を行

うために、船内騒音基準ワーキング・グループを設置し検討を行った。さらに、IMO のばら積み液体・ガ

ス小委員会（BLG）において検討が行われている国際ガスキャリアコード（IGC コード）の全面改正及び

国際ガス燃料船コード（IGF コード）の策定に関し、適切な安全レベルを確保しつつ、船舶の設計及

び運航形態を考慮した現実的な規則とすることを目的とし、IGC コード・IGF コード WG を設置し、検

討を行った。 
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	別添6.2　BLG16報告（詳細電形式）
	1. ガス及び低引火点燃料を使用した船舶に関する国際安全コード（IGFコード）の策定（議題6関連）
	(1)  プレナリー前のWGにおける審議
	ｱ. ガス及び低引火点燃料を使用した船舶に関する国際安全コード（IGFコード）の策定ついて、本省委員会で審議すべき項目が多岐に渡ることから、プレナリーにおいて審議を行う前にノルウェー（Ms. Stemre）を議長としたWGを設置し、事前に検討を進めることとなった。
	(ｱ) IGFコードの対象燃料
	a.  IGFコードの対象について、LNG/CNG（主燃料：メタン）に限定して検討を行うべきか、その他のガス燃料も対象に組み入れたコードとすべきかについて議論が行われた。
	b.  SIGTTOは、LNG/CNGの他のガス燃料も対象に組み込むべきであると主張した。
	c.  一方、ノルウェー、英国、米国、リベリア、CESA、ICS、バハマ等はまずはLNG/CNGを対象に限定して規定の検討を行い、その後に他のガス燃料についても同等の安全性を確保するための基準を検討することを主張した。
	d.  結果、WGとしてはまずはLNG/CNGに限定して検討を行うこととなった。

	(ｲ) 第7章の構成
	a.  BLG16/INF.2では、CGにおける審議結果として、第7章の構成について、前回会合時点の構成（ANNEX1）、ノルウェーがCGに提案した構成（ANNEX2）の2つが規定されている。この2つのいずれを審議のベースとすべきかについて議論が行われた。
	b.  SIGTTO、ICS、ドイツ、ベルギー、オランダ、フランス、英国が、ANNEX1はIGCコードの引用が多いが、IGFコードは独立したコードであるべきであるとして、（IGCコードから直接は引用していない）ANNEX2の構成を支持した。
	c.  結果、WGは、ANNEX2を第7章のベースとすることに合意した。

	(ｳ) 個別議題の審議
	a.  WGは、個別議題について以下のとおり審議を行った。
	b.  燃料漏洩時のシャットダウン
	(a) 燃料漏洩時のシャットダウンに関し、議長は、規定の必要性について問いかけた。
	(b) これに対しノルウェーは、燃料漏洩時の対処については7.2.1.1.2に規定されていると認識を述べ、WGはこれに合意した。

	c.  コンテナ燃料システムの取扱い
	(a) 第7規則のfunctional requirementに関し、ドイツは、この規定が固定式燃料タンクの規定であり、持ち運び式燃料タンクについての規定がないため、7.2.3に新たな章の追加を要求し、ベルギーもこれに賛成した。これに対し、EUROMOT及びノルウェーは固定式と持ち運び式で分ける必要がないと主張し、WGは両方式とも第7規則のfunctional requirement満足することに合意した。
	(b) これに関連しノルウェー及びベルギーは、ISOコンテナによるLNG燃料の搭載は（特に当該コンテナが船内ではなくオープンデッキ等屋外にある場合には）許容されるべきであると主張した。また、ノルウェー及びベルギーは、ISOコンテナによりLNG燃料を搭載する場合には、二次防壁が必要になるとの指摘を行った。また、
	これに対し、ドイツは、どういうタンクであっても固定式タンクと同じ安全要件を満たせばよいと主張した。
	(c) これらの意見がまとまらなかったところ、WGは双方のコメントをノートし、今後更に検討を行うことで合意した。

	d.  第7.3.1規則
	(a) 船内に配置する最大圧力について、今回LNG/CNGに限定して審議を行うこととなったことから、WGは（日本がCGに提案したものを含む）Table表は取り入れないことに合意した。
	(b) ANNEX2案に規定されている最大10気圧という数字について、当初ドイツは18気圧程度まで緩和することを主張した。一方、ノルウェーは10気圧とすべきであると強く主張した。
	(c) 最終的にドイツが、LNG/CNGであれば最大使用気圧10気圧で受け入れられると説明したところ、WGは当該提案に合意した。

	e.  第7.3.1bis規則
	(a) ドイツは、Maximum Allowable Working Pressure (MAWP)はMaximum Allowable relief Valve Setting (MARVS)の90%を超えるべきではないと主張し、WGはこの規定をスクウェアブラケット付きで本文に挿入することで合意した。

	f.  第7.3.2規則
	(a) SIGTTOは、CNG storageエリアについてflammable materialを設置すべきではないとの規定の追加を提案した。これに対し、ブラジル及びバハマは、materialという表現は曖昧であるので見直すべきであると指摘した。一方、ノルウェー及びドイツは、そもそも圧縮ガスの収納場所には可燃性のもの（flammable）は一切置くべきでないと指摘した。
	(b) 結果、WGは、これらについて今後更に検討を行うことで合意した。

	g.  第12章の審議
	(a) WGは、BLG 16/6/1 Annex1に基づき、第12章の検討を行った。
	(b) 第12.3.1規則及び第12.3.6規則について、ノルウェーは、これらの規則については自明であるか、または気密（gas tight）の要件を満足することで対応可能であると指摘し、削除を提案した。この提案に反対はなかったところ、WGは削除することに合意した。
	(c) 第12.3.5規則について、SIGTTOは、絶縁フランジという手段もあるため、規定を[]（スクウェアブラケット）で囲ってほしいと主張し、WGはこれに合意した。
	(d) 第12.4.4規則について、IECは、hazardous ereaについてIECコードの定義を使用すべきであると指摘した。これについて、SIGTTO及びICSは、Air Lockの取扱いについては慎重に検討を行うべきであると主張した。結果、WGは本件にスクウェアブラケットを付し、今後更に検討を行うことで合意した。
	(e) 第12.5.2.1規則のhazardous area zone1の定義について、ドイツはType Cタンクのhold spaceについてはzone1とする必要はないと指摘し、第12.5.2.1.1規則について「vacuum insulate Type Cタンクのhold space」はzone1とする必要はないと指摘した。一方、ノルウェーは、TypeCタンクについてはvacuum　insulateに限定せず一般的に除外すべきであると主張した。これらについて見解がまとまらなかったところ、WGは、本箇所にスクウェアブラケットを付し、今後更に検討を行うことで合意した。

	h.  第13章の審議
	(a) WGは、BLG 16/6/1 Annex1に基づき、第13章の検討を行った。
	(b) 第13.3規則について、ドイツ及びノルウェーは、Ex-Zone1に言及する必要はないと指摘して、当該オプションを削除する提案を行った。これに対し反論はなかったところ、WGは、「fulfil the following」というオプションを採用することで合意した。
	(c) 第13.3.3.1規則の最初の一文について、米国は、爆発防止の規定でありここに記述することは適切でないと指摘した。本件について特段の異議はなかったところ、WGは米国の提案どおり削除することに合意した。
	(d) 第13.3.6規則について、ノルウェー、ドイツ他多くの国が最初のオプション（hazardous areaへの給気口の要件が規定さているオプション）を主張した。結果、WGは当該オプションを選択することに合意した。
	(e) 第13.4.4規則について、ノルウェー及びドイツは、換気では必ずしもガスポケットの解消は不可能であるとして、換気の目的を「ガスの漏洩を検知すること」に重きを置くべきであると主張した。一方、バハマ、SIGTTO、マレーシア等は、換気の目的は「ガスポケットの存在をなくすこと」にあるべきであると主張した。これらについては見解の相違が埋まらなかったところ、WGは当該箇所について今後更に検討を行うことに合意した。




	(2)  プレナリーにおける審議
	ｱ. ノルウェーは、前回BLGのWG part2及びCGの取りまとめとして、BLG 16/6及びBLG 16/6/1を説明した。
	ｲ. ドイツがBLG 16/6/6を、SIGTTOがBLG 16/6/7を、IMarESTがBLG 16/6/8をそれぞれ説明した。
	ｳ. これら文書についてのコメントは次のとおり。
	(ｱ) フランスは、甲板上に設置する可般式燃料タンクについても規定を設けるべきであると主張した。当該主張を、ベルギー及びドイツが支持した。
	(ｲ) ベルギーは、燃料タンクの配置基準に関し、SIGTTO提案に反対し、ドイツ提案に従って検討を行うべきだと主張した。このベルギー発言を、スウェーデン、デンマーク、CESA、アルゼンチン、オーストラリア、米国及びスペインが支持した。ドイツは、このSIGTTO提案について、IGFコードはゴールベース及びリスクベースで検討を行うことが合意されており、（SIGTTO提案のような）決定論的な規定は行うべきでないと主張した。一方、ITFはSIGTTOの提案に合意した。
	(ｳ) IMarESTが提案した訓練要件について、スペイン、ベルギー、フィンランド及び米国は、STCW条約で検討すべきであると主張した。また、日本は、LNG燃料船とLNG運搬船の特徴差を鑑みる必要があることを指摘し、LNG燃料船の基準が策定された後に検討を行い、また本件についてはSTW小委員会で検討されるべきであると主張した。一方、ITFは、IMarESTの提案を支持した。
	(ｴ) ICSは、天然ガスの他の燃料についても検討を行うべきであると指摘した。

	ｴ. これらの議論の結果、小委員会は以下の事項に合意した。
	(ｱ) 可搬式タンクについても、IGFコード chapter7で取り扱うこと。
	(ｲ) 燃料タンクの配置に関する規定については、決定論的手法ではなく、リスクベースによる規定とすること。
	(ｳ) 訓練要件については、STCW条約で規定すべきであること。どのように他の小委員会に作業を依頼すべきかWGで検討を行うべきであること。

	ｵ. 小委員会は、上記合意事項を踏まえ、詳細を更にWGで審議することに合意した。
	ｶ. 次に、日本がBLG 16/6/2及びBLG 16/INF.3を、SIGTTOがBLG 16/6/3を、ドイツがBLG 16/6/6をそれぞれ説明した。これらに関するコメントは以下のとおり。
	(ｱ) オーストラリアは、日本提案について概ね（generally）支持するとした上で、ANNEXの7番目に提案している規定については脚注に記述すべきであると主張した。
	(ｲ) CESAは、LNG燃料船について確率論による損傷時復原性要件を適用することを支持した。

	ｷ. 小委員会は、これらの議論を踏まえて、WGでこれら提案文書を更に検討することに合意した。
	ｸ. 最後に、ドイツがこれからの義務化要件の検討の流れとしてBLG 16/6/4を説明した。本提案に関するコメントは次のとおり。
	(ｱ) スペインは、SOLAS条約の改正検討は時期尚早であるとコメントした。
	(ｲ) 事務局は、IGFコードの義務化に関する各種条約の改正をWGで議論することを提案した
	(ｳ) ギリシャはIGC Code 第16章を削除することは不適切であるとコメントした。
	(ｴ) ICSは、IGFコードは現段階では最終化に程遠いことを指摘し、IGCコード第16章の削除及びSOLAS改正については慎重な議論が必要であるとして、事務局の提案に反対した。
	(ｵ) SIGTTOは、IGCコードの第16章を削除すべきか否かについては、IGFコードの内容が固まるまでは判断を行うことができず、従って現段階で審議すべきでないと指摘した。
	(ｶ) ノルウェーは、今次会合で設置されるWGでは審議項目が多岐にわたり、本件については検討を行う時間がないのではないかと指摘し、今後CGで検討を行うことを提案した。
	(ｷ) これに対しマーシャル諸島は、IGFコードの強制化及びIGCコード第16章の削除について、WG及びCGのいずれにおいても議論することは時期尚早であると指摘した。

	ｹ. 小委員会は、これらの議論を踏まえ、本件については現段階では検討を行わないことに合意した。一方、本件について今後どのように取扱うべきか、WGに検討を指示した。
	ｺ. 小委員会は、本審議結果を踏まえて、WGにおいて以下のToRのもとIGFコードの改正審議を更に行うことに合意した。
	(ｱ) BLG 16/6/1 Annex1に基づきIGFコードを更に検討すること。
	(ｲ) BLG 16/INF.2について、第7章についてどちらのオプションが適切か検討すること。
	(ｳ) IGFコードに関連する訓練要件について更に審議すること。
	(ｴ) CGの設置が必要である場合には、そのToRを検討すること。


	(3)  プレナリー後のWG（Part1）における審議
	ｱ. 第2.2.16.3規則の審議の審議
	(ｱ) 第15.7.1規則（ｷ.参照）の議論の中で、Tank connection spaceにガス検知器を設置すべきか否かを議論した際に、併せてTank connection spaceの定義を見直すこととなった。
	(ｲ) 日本は、BLG 16/6/2に基づき、Welding jointまでをタンクの一部と見なすべきであることを主張した。
	(ｳ) SIGTTOは日本の当該主張を支持した。ノルウェー及びドイツは日本提案に理解を示しつつ、welding joint部分がタンクと同等の安全要件を確保していることをどう確認するかが不明であり、この規定に実効性があるのかと指摘した。
	(ｴ) ノルウェー及びドイツは、本規定は定義というよりは要件にふさわしいことから、本箇所ではなく、第7章のどこかに規定すべきであると主張した。
	(ｵ) これらの議論を踏まえ、WGは、日本提案どおり修正を行いつつ、規定箇所については第2章ではなくどこか適切な場所に規定することに合意した。

	ｲ. 第6.5.3規則（ESD保護エリアの制限について）の審議
	(ｱ) WGは、第6.5.3規則でスクウェアブラケットとなっている箇所の審議を行った。
	a.  ドイツは、ESD保護要件は、機関構造が複雑でガス漏洩の確保が難しく、また機関区域内にガスポケットが発生しやすい区域に有効であるとして、大きな機関についても認められるべきだと主張した。
	b.  これに対しベルギー、SIGTTO及びオランダは、安全上できるだけ小さな機関とすべきとして375KWの値を主張した。
	c.  英国は、機関の構造によってガス安全要件となるかESD保護エリアによる担保が必要となるかが決まるのであり、機関の出力で一律に制限すべきではないと主張した。デンマーク及びドイツは、この英国提案を支持した。
	d.  本件について議論は平行線となり合意に至らなかったところ、WGは本件をプレナリーで審議することに合意した。


	ｳ. タンクの配置に関する基準（第10章関係）の審議
	(ｱ) ドイツは、プレゼンテーション(distance calculation from side shell)を行い、燃料タンクの配置について確率論（損傷確率と損傷時の燃料漏洩量を掛け合わせたリスクファクターを設定し、当該値と基準値との比較によりタンク配置を評価する手法）を提案した。
	(ｲ) このプレゼンテーションに対し、ノルウェー、SIGTTO、ITF及びノルウェーは、タンクサイズが小さい程船側に近い位置に配置できることは安全上懸念があること、また火災・爆発時のリスクを考慮していないとして、当該提案は時期尚早であるとコメントした。このコメントを受けて、WGは、今後本件（リスクファクターの導入）を検討するに際してはドイツから更なる情報提供が必要であるとの結論に至った。
	(ｳ) これに引き続いて、WG議長より、LNG燃料タンクの配置に関する規定の審議提案があった。
	a.  ドイツは、BLG 16/6/5に基づき、最低760mmの間隔を許容することを提案した。これに対し、CESA、SIGTTO及びITFは、既存のIGCコードと同様の規定が必要であると反論した。SIGTTO及びITFは、本件に絡めて居住区域（accommodation space）の下部に燃料タンクを設置することは認めるべきでないと主張した。
	b.  船側と燃料タンクとの間隔については船舶衝突時に幅方向でどれほどの損傷が発生するのか、統計データを確認しつつ議論が必要との認識に至った。WGは、当該認識を踏まえ、損傷統計データに関し知見のあるSLF小委員会にアドバイスを要請することに合意した。
	c.  居住区域の下部の燃料タンクの配置に関し、ノルウェーは、柔軟な運用の一つとして考えられる案として燃料タンクと船側の間に更に縦通隔壁を設けることを提案した。当該提案にSIGTTOも賛意を示した。本件について、今後更に検討を行うこととなった。


	ｴ. 第10.9.6規則及び第13.3.10規則の審議
	(ｱ) 第10.9.6規則及び第13.3.10規則に関しノルウェーは、エアロックは空気より軽いLNGに関して有効であると主張した。これを受けてWGは、両規則に本件に関する規定を挿入することに合意した。

	ｵ. 第12.3.4.2規則の審議
	(ｱ) SIGTTOは、（第12.3.4.2規則を満足することにより）ESD保護機関区域に設置できる電気機器の例示があると本規定が明確になると主張した。
	(ｲ) これに対しバハマは、例示で全てを網羅することはできないため、ないほうがよいと主張した。
	(ｳ) WGは、これらの議論の結果、第12.3.4規則を原文のままにすることに合意した。

	ｶ. 第14章（電気設備）及び第15.8規則（ガス供給システムの安全要件）の審議
	(ｱ) 第14章及び第15.8規則については審議事項が多岐に渡るところ、WGはこれらの章を今後CGで更に審議することに合意した。

	ｷ. 第15.7.1規則及び第15.7.3規則の審議
	(ｱ) 日本は、BLG 16/6/2に基づき、第15.7.3規則を削除し、及び第15.7.1規則を修正することを提案した。
	(ｲ) 日本提案のうち、第15.7.1規則のガス検知器の設置対象について「ESD保護エリアに限る」としていた規定を削除することについて、フランス、BIMCO、バハマ、IMarEST、SIGTTO及び英国からの支持を得た。一方、ノルウェー、ドイツ、フィンランド、スウェーデン及び米国は、ガス安全エリアについてはガス検知器を設置する必要はないとして、現行案どおり、ESD保護エリアに限定すべきであると主張した。
	(ｳ) 第15.7.3規則を削除することについて、ノルウェー及び米国は、本規定は第15.7.1規則とは異なることを規定しており、第15.7.1規則に統合することはできないとして反対した。
	(ｴ) SIGTTOは、第15.7.1規則の改正に係る日本提案に関連して、居住区域の吸気口にもガス検知器を設置すべきであると主張した。当該主張に関連し、SIGTTOは、IGCコードには明文化されていないものの、LNG運搬船では通常ガス検知器が設置されていると主張した。ITF、BIMCO、バハマ、日本、マレーシア、ブラジル、IEC及び韓国はこのSIGTTO提案を支持した。一方、ノルウェー、ドイツ及び米国は、IGCコードが対象にしている船舶は大量のLNGを運搬する船舶であり、更にSIGTTOが指摘した運用は業界運用であってIGCコードには明文化されていないとして反対した。また、ノルウェー、フィンランド及びベルギーは、本件についてはオペレーション要件とも関係するところ、本章ではなく、第19章に規定すべきであると主張した。
	(ｵ) これらの議論の結果、WGは、第19章の審議結果を踏まえて適宜見直すことを前提とした上で、以下の事項に合意した。
	a.  ガス検知器の設置場所はESD保護エリアに限らないこと。
	b.  居住区域、機関室の吸気口にもガス検知器を設置すべきであること。
	c.  第15.7.3規則については削除せず、現行規定を維持すること。

	(ｶ) この合意について、ノルウェー、ドイツ、フィンランド、スウェーデン及び米国は、reservationをかけた。

	ｸ. 第16章（代替基準）の審議
	(ｱ) 代替要件について、英国は、第16.2規則から第16.4規則までの規定は既にMSC.Circに規定されており、重複することから削除すべきであると主張した。
	(ｲ) 当該主張に反対意見はなく、WGは英国主張どおり、第16.2規則から第16.4規則までを削除することに合意した。

	ｹ. ガス燃料船の訓練要件（第19章関係）
	(ｱ) WG議長は、本件について「BLGで何らか結論を出すべきか、STWで検討を依頼すべきか」、「STWで検討を依頼する場合、BLGからどのようなアドバイスを行うべきか」についてコメントを要請した。
	(ｲ) 米国、バハマ、SIGTTOを始め多くの国がBLGではなく、STWで専門家により検討を行うべきだと主張した。このコメントを受け、WGは、BLGでは訓練要件について（暫定要件も含め）結論を出さず、STWに検討を要請することで合意した。
	(ｳ) 次に「BLGからどのようなアドバイスを行うべきか」について、SIGTTO及びITFは、ケミカルタンカー、ガスタンカー及び危険物輸送船の訓練要件を検討のベースにすべきと主張した。これに対し、マレーシア、バハマ及び米国は、危険物輸送船の訓練要件は必要ではなく、ケミカルタンカー及びガスタンカーの訓練要件のみをベースにすれば足りると指摘した。
	(ｴ) WGはこれらの議論の結果、STWに対しケミカルタンカー及びガスタンカーの訓練要件をアドバイスすることで合意した。

	ｺ. 他の小委員会への委任事項の審議
	(ｱ) WGは、IGFコードについて他の小委員会で検討を要する箇所の抽出を行った。結果、以下のとおり
	a.  DE：第10章、LSA（救命設備）
	b.  FP：第11章、第13章
	c.  SLF：タンク配置の基準
	d.  STW：18章

	(ｲ) 各小委員会へ検討を委任する時期について、WGは、2014年までにIGFコードの最終化を行うためには早期の検討が必要不可欠であるとして、今次会合終了後すぐに提案を行うことに合意した。

	ｻ. 第11章の審議
	(ｱ) 今次会合の後にFPに本章の検討を依頼すべく、WGは各規定についての審議を行った。
	(ｲ) 第11.1.1規則について、WGは本規定に合意し、スクウェアブラケットを外した。
	(ｳ) 第11.3.1規則について、IMarESTは「A compressor room」以外についても検討する必要があるとして、Any spaceとすべきと発言した。ドイツ及びノルウェーは、既存コードではcompressor roomのみであるとして、スクウェアブラケット内の記述を残すべきだと主張した。本規定は一般規定であるところ、WGは、IMarESTの提案どおりAny Spaceを対象とすることに合意した。
	(ｴ) 第11.4.1規則について、WGは以下の議論を行った。
	a.  本件の対象を「bulkhead deck」の上部とするか、「Open Deck」の上部とするか審議を行った。CESAは、SOLAS条約に定義があるとしてbulkhead deckとすべきであるとコメントした。一方、ドイツ及びノルウェーは、Open DeckもIGFコードに定義があるとして、Open Deckとすべきであると主張した。また、両国は、bulkhead deckとOpen Deckは異なり、ここで特別に取り扱うべきはOpen Deckに搭載する燃料タンクの取扱いであると主張した。
	b.  日本は、BLG 16/6/2に基づきコファダムの設置を提案した。SIGTTOは我が国提案を支持した。一方、ベルギー及びドイツは、コファダムの幅として900mmは取りすぎであり、緩和すべきであると主張した。またベルギーは、第10.3.1規則に同様の規定があり、ここでコファダムに言及する必要はないのではないかと主張した。ノルウェー及び米国は、Open Deck上のタンクに隣接する可能性のある区域は居住区域（accommodation area）であるが、これらはlow fire riskとSOLASで整理されているところ、日本提案は不要であると主張した。
	c.  ノルウェーは上記提案に併せ、第11.4.1規則を削除し、第11.4.1altの規定のみにすべきであると主張した。ドイツはノルウェーの当該主張を支持した。
	d.  WGは、これらの議論の結果、本件の対象を「Open Deck」の上部とすることに合意した。また、第11.4.1規則を削除するか、日本意見を反映させるか、等については、防火仕切りのカテゴリー（後述）についてFPで審議を行った後に判断することに合意した。

	(ｵ) 第11.4.3規則
	a.  日本は、BLG 16/6/2に基づき、第11.4.1規則と同様に、コファダムの設置を求める規定の提案を行った。これに対しノルウェー及び米国は、現行のSOLAS条約の規定とも整合しているとして、第11.4.3alt規則の導入を主張した。
	b.  SIGTTOは、このノルウェー提案に対し、火災リスクの低い箇所をA-0級とすることは安全上問題があるとして、A-60級を求めるべきであると主張した。
	c.  WGは、当該箇所について、SOLAS条約上のカテゴリー（特にカテゴリー７）を用いるべきか、それとも新たにカテゴリーを設けるべきかについて、FPに検討を要請し、当該結論の後に判断することに合意した。

	(ｶ) 第11.6.1規則
	a.  本箇所について、ノルウェーは、BLG 16/7/1 ANNEXに記載されている第11.6.1規則の代替案について、第11.6.1bis規則として追加で記述するよう主張した。本提案に異議はなかったところ、WGは、当該提案を採用することに合意した。
	b.  ドイツ及び米国は、第11.6.1bis規則はwater spray systemの対象としてopen deck上にある燃料タンクに面している区画を挙げていることについて、タンクからの距離に関わらず対象とすることは合理的でないとして、一定の距離が置かれているものについては対象外とすることを主張した。WGは、当該指摘を受けて、境界線から[10]m以上離れているタンクについてはwater spray systemの対象外とすることに合意した（10mの数値については暫定であり、今後更に議論が行われる予定）。
	c.  また、第11.6.1bis規則の対象として列挙されている区画について、ノルウェー及びドイツは、本規定はIGCコードを元に作成されており、適切でないとした。（例えば、cargo control roomを対象にすることについて、LNG運搬船では適切であるものの、LNGとは無関係の貨物を搭載している船舶であれば不要ではないか、等）。SIGTTOは、このノルウェー意見に対し、cargo control roomを対象にすることは安全上重要であるとして、第11.6.1bis規則の列挙内容を維持することを主張した。これらの議論の結果、WGは、本箇所についてスクウェアブラケットを付し、FPで更に議論を行うことに合意した。

	(ｷ) 第11.6.8規則
	a.  WG議長は、本規定は第16章の代替要件の規定で担保が可能であり、重複することから削除すべきではないかと指摘した。
	b.  米国がこのWG提案に賛成し、WGは第11.6.8規則を削除することに合意した。

	(ｸ) 第11.7.1規則
	a.  ノルウェーは、refueling stationをBunkering stationに変更することを主張した。また、BLG 16/6/1 ANNEX1の該当規定でNoteされているtank connection spaceへの適用について、ノルウェー及びドイツは当該対象へドライケミカルパウダーによる消火装置を求めることは不要であるとコメントした。当該コメントに異議はなかったところ、WGはtank connection spaceに言及しないことに合意した。
	b.  Interferryは、本規定で要求されているケミカルパウダーの容量として、船舶の大きさによらず「3.5kg/sのレートで45秒間噴射できる量」を要求することは、特に小型船舶について過剰ではないかと指摘した。これに対しSIGTTOは、本規定はIGCコードでも述べられており、IGCコードは船舶の大きさによらず一律に適用されていると反論した。WGは、本規定について更に検討を行うべく、スクウェアブラケットを付すことに合意した。

	(ｹ) 第11.7.2規則
	a.  WG議長は、想定される燃料（LNG）に対して可搬式消火器が有効であるかFPに確認を行うべきではないかと発言した。本提案に異議はでなかったところ、WGは本件の検討をFPに要請することに合意した。

	(ｺ) 第11.8.2規則
	a.  ドイツは、スクウェアブラケット内の規定について、熱感知システムなどflame detector式の他にも有効な探知方法があることから、当該規定は不要であると指摘した。
	b.  このドイツコメントに異議はなかったところ、WGはスクウェアブラケット内の規定の削除に合意した。

	(ｻ) 第11.8.3規則
	a.  議長が本規定についてはFSSコードと重複していると指摘したところ、英国は本規定の削除を主張した。結果、WGは当該規定の削除に合意した。

	(ｼ) 第11.9規則
	a.  WG議長は、当該規定は第11章ではなく第15章の方が適切ではないかとコメントした。米国がこのWG議長提案を支持したところ、WGは本規定を第15章に移動することに合意した。
	b.  なお、第11.9.2規則については、第15.3.3bis規則と内容が同じであることから、WGは、重複を避けるために本規定を削除することに合意した。

	(ｽ) 第11.2.2規則及びFPへの要請事項の検討
	a.  WGは、上記事項を元にFPへの要請事項をまとめた。また、FPへ検討を要請する際に必要となるであろう機能要件（functional requirement）について、双方向（燃料システムの周りの火災から燃料システムを守るほか、燃料システムの火災からシステムの周囲の区画を守ること）の規定がWG議長より提案された。
	b.  ノルウェー及びドイツは、燃料システムの火災からシステムの周囲を守ることについて、IGCコードでは本規定は要求されていないこと及び閉鎖区域にある燃料システムはgas safeの状態にあり火災のリスクは極めて低いことを指摘し、Open deck及び準閉鎖区域に設置する燃料システムにのみ当該システムの火災から周囲の区画を保護する機能要件とすべきことを提案した。
	c.  このノルウェー及びドイツ提案について異議はなかったところ、WGは当該修正に合意した。


	ｼ. CGにおけるToRの検討
	(ｱ) WGは、今後も引き続きCGにおいて検討を行う必要があることに合意し、以下のToRを設定した。
	a.  本WGの審議及びWG（Part2）の結果を基に、IGFコードを更に検討すること。
	b.  BLG 16/6/4を元に、IGFコードの適用関係を検討すること。

	(ｲ) 当該議論において、ドイツ及びノルウェーは、ドイツ船級協会（GL）とノルウェー船級協会（DNV）がガス燃料船に関する総合的安全評価（FSA）を実施する予定であること、その結果をCGに情報提供する予定であると述べた。

	ｽ. 専門家の参加要請
	(ｱ) ITF及びSIGTTOは、WGレポートの審議の中で、他の小委員会に検討等を要請するにあたり、単に救命設備、復原性等に精通しているのみならず、燃料ガスの性状、特徴等にも精通した者による検討が必要不可欠であると主張した。
	(ｲ) WGは、当該主張を踏まえ、これら小委員会には、燃料ガスに関する専門家も出席するよう各国に推奨することで合意した。


	(4)  WG（Part2）における審議
	ｱ. WGは、最初に日本の提案文書（BLG 16/6/2）のうち、Part1で審議されなかった項目について議論を行った。
	(ｱ) 第3.2.6.1規則及び第3.2.6.2規則の提案
	a.  本提案について、ノルウェーは、本提案はfunctional requirementよりは具体的な提案であり、第10.3.4章に規定する方が適切であると指摘した。
	b.  ドイツは、第3.2.6.1規則は第10.3章の追加規定として、第3.2.6.2規則は第10.4.章の追加規定として設定すべきであると指摘した。
	c.  米国は、10.3及び10.4のタイトルを"Requirements for location of fuel containment system"及び"Requirements for fuel piping locations [and arrangements]"から"Requirements for location and protection of fuel containment system"及び"Requirements for fuel piping locations and protections[and arrangements]"に変えるべきだと主張し、WGはこれに合意した。英国は、3.2.6.1の"tanks"を"fuel storage tanks"に変えるべきだと主張し、WGはこれに合意した。
	d.  ICSは、日本提案を適切なものであるとして支持した。また、第3.2.6.2規則（移行後の第10.4.4規則）について、「where relevant impact loads such as cargo operation should also be considered」の文言を追加することを提案した。
	e.  ノルウェーは、第3.2.6.2規則について、第8.5.7規則と重複しているのではないかと指摘した。これに対し日本は、第8.5.7規則はパイプのロケーションの話であり、パイプの保護の話とは若干異なると指摘した。
	f.  WGは、これらのコメントを踏まえ、日本提案は第10.3.3.1bis項、第10.4.4項としてそれぞれスクウェアブラケットを付して追加し、更に文言等を検討することに合意した。

	(ｲ) 第4.3bis項の追加
	a.  第4.3bis項を追加する日本提案について、ドイツは原則支持できるとした上で、第4.3.1規則の脚注とした方が適切ではないかと指摘した。IACSは、日本提案を支持した。
	b.  日本がドイツ提案を受け入れたところ、WGは、日本提案を第4.3.1規則の脚注として追記することに合意した。
	c.  本件に関連して、WGは第4.3.1項について審議を行った。
	(a) ICSは、本規定は船舶の種類、サイズによらず適用することについて懸念を表明した。
	(b) IACSは、本規定は曖昧な箇所が多く運用が難しいと指摘し、potential sourceについて定義が必要であると述べた。
	(c) ノルウェーは、柱書きに「and potential ignition source」を追加すべきであると述べた。
	(d) WGは、第4.3.1項についてCGで更に審議を行うことに合意した。


	(ｳ) 第7.3.10規則（現：第7.7.3.6.3規則）の修正
	a.  日本の修正提案について、ドイツは、コンテナ船については6mでは危険であるとコメントし、様々な状況を考慮する必要があると指摘した。その上で、本件について時間をかけて検討する必要があると述べた。IACSも、large container shipの場合に問題があると指摘した。
	b.  ノルウェーは、日本が提案した懸念等も考慮し、「Normally」というフレーズの追加を提案したと述べた。
	c.  IACSは、administration判断があると曖昧であると指摘し、拡散解析か何かが必要ではないかと主張した。
	d.  結果、WGは、ある程度のフレキシビリティを入れることについて合意し、及び規定ぶりについてはCGで更に検討を行うことに合意した。

	(ｴ) 第8.5.1.1.1規則（現：第8.6.2.1規則）
	a.  日本の修正提案について、ノルウェーは、二重管はフェイルセーフのために設定されており内側の配管が壊れたとしても安全性を確保する必要があるとして、外側の配管内圧力が内側の圧力よりも低い状態は危険であると指摘した。
	b.  IACSも、IGCコードにも日本が提案したような運用は認められていないとして、日本提案に反対した。
	c.  これらの議論を踏まえつつ、日本提案はCGで更に検討を行なわれることとなった。

	(ｵ) 第8.6.1規則（現：第8.7.1規則）について
	a.  日本は、提案していた内容はCGにおいて記述が落とされているとして、本提案の審議を行う必要はないと指摘した。これに対しドイツは、日本の指摘事項は重要であり、日本提案の趣旨を慎重に検討するべきであると指摘した。
	b.  これらの議論の結果、WGは、第8.7.1規則について今後CGで更に検討を行うことに合意した。

	(ｶ) 第8.7.1bis規則（現：第8.8.2規則）について
	a.  日本は、プレナリーにおけるオーストラリアのコメントを受けて、この提案を第8.8.1規則の脚注に追記したとしても問題がないと補足説明を行った。
	b.  WG議長は、この日本提案の文章はIGCコードと同様のものであるが、IGCコードは義務要件と推奨要件が混在しており、この規定については推奨要件と思われるとして、日本の補足どおり脚注に規定することを提案した。
	c.  ノルウェーは、この日本提案のうち最初の一文（デザイン温度が-110℃以下の場合の運用）については重要であるとして、脚注ではなくIGFコード本体に規定すべきであるとコメントした。
	d.  これらの議論の結果、WGは本規定の記述ぶりについて今後CGで更に検討を行うことに合意した。


	ｲ. ポータブルタンクの要件について
	(ｱ) フランスは、WGに対しポータブルタンクに関する規定の案を提示した。
	(ｲ) 英国は当該提案について、LNGタンクローリーを乗船させ、当該ローリーから運航中に給油することを想定しているのかと質問した。また、仮にそうであるならば、安全上相当問題があるのではないかと懸念を表明した。
	(ｳ) フランスは英国の質問に対し、LNGタンクローリーを燃料タンクとして使用することを検討していると指摘し、英国の指摘の行動を想定しているとコメントした。また、フランスが提案した規定については議論の叩き台であり、今後CGで更に検討を行う必要があると回答した。
	(ｴ) ベルギー、オランダ、ノルウェー、ドイツ、デンマーク及びICSは、フランス提案について概念上オプションとして想定されるべきであるとした上で、安全要件については慎重に検討を行う必要があると発言した。
	(ｵ) フィンランドは、LNGタンクローリーによる補油作業については、Open deck上で行われるべきであると述べた。
	(ｶ) ドイツは、コンテナ型タンクを重ねることを可能にすべきだと主張した。
	(ｷ) ICSは、タンク方式の可能性を排除せず、検討することが必要であると指摘した。
	(ｸ) これらの議論の結果、WGは、フランス提案について、今後CGで更に検討を行うことに合意した。

	ｳ. 居住区域下部のタンクについて
	(ｱ) 英国は、plenaryで居住区の下にタンクを置くことが合意されたと発言し、その詳細を議論したいと述べた。
	(ｲ) ドイツは、今後RoPaxについてのFormal Safety Assessmentを行う予定であると報告した。その際、port regulationを満たし、portに安全に着桟することが重要な検討項目の一つであると報告した。
	(ｳ) IACSは、タンクを居住区の下に置く場合は、B/5m以上外板から離すべきであると主張し、ノルウェーはこれを支持した。
	(ｴ) デンマークは、居住区の下にタンクを置けるようにするべきだと発言した。
	(ｵ) ドイツは、過去のLNG燃料船の試設計を行った際、燃料タンクの配置について可能な限り船側内側の配置するよう努力したが、それでも一部の箇所についてB/5mよりも外側に配置されることになってしまったと述べた上で、今後リスクベースで、B/5m以上の距離と同等の安全要件を検討したいと指摘した。
	(ｶ) ICSは、SLFから外板からのタンクの距離についての検討結果が戻ってきてから検討するべきだと主張した。
	(ｷ) これらの議論を踏まえ、WGは、今後CGで更に検討を行うことに合意した。


	(5)  WG（Part1）後のプレナリーにおける審議
	ｱ. 小委員会は、WG（part1）のレポート（BLG 16/WP.5）の審議を行った。レポート全体に対するコメントは以下のとおり。
	(ｱ) オーストラリアは、IGFコードではポータブルタンクの設置を禁止しないとするWGの結論を支持した上で、ポータブルタンクそのものの要件の他、当該タンクの固縛要件等関連事項についても幅広く検討すべきであると指摘した。

	ｲ. 次に小委員会は、WGからの個別要請事項について審議を行った。
	(ｱ) 第30.9項で記述されている、ESD保護エリアの設定をできる機関の制限を加えるべきか否かについて、議長は、WGで議論がまとまらなかった以上、プレナリーの場においても結論が得られる可能性は低いとして、各国がそれぞれ次回会合までに本件を検討し、次回会合に結論を出すことを提案した。小委員会は、議長の当該提案を異議なく受け入れた。
	(ｲ) 第30.10項に規定されているガス検知器の設置場所について、以下の議論があった。
	a.  SIGTTO、バハマ及びITFは、WGの結論どおり、吸気口にもガス検知器を設置すべきであると主張した。その上でバハマは、本件については見解が分かれているため、CGで検討を行うことも可能であると指摘した。一方SIGTTOは、今次会合で結論を出すべきと主張した。
	b.  ノルウェーは、本結論について保留していることをNoteして欲しいと要請した。
	c.  議長は、本件については複数の国が保留をしていることに言及し、今回で結論づけるのではなく、最終的な合意が得られるよう、CGで更に審議を行うことを提案した。本提案に異議はなく、小委員会は本件について更にCGで検討を行うことに合意した。


	ｳ. 上記2点以外の箇所について、小委員会は異議なく本レポートを承認した。


	2. 改正液化ガスのばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則（議題7関連）
	(1)  SIGTTO関係者との事前打ち合わせ
	ｱ. 我が国提案（BLG 16/7/1）の実現のため、BLG 16の開始に先立って、改正草案を作成したSIGTTOの会議の主要な関係者と打合せを行った。
	(ｱ) 打合せは、1月27日（終日）及び1月30日（BLG 16開始前）に実施した。
	(ｲ) 相手側の出席者は以下の通り。
	a.  Mr. David MacRae, Marine Surveyor, Maritime and Coastguard Agency（英国）
	b.  Mr. Chris Clucas, Technical Director, Bernhard Schulte Ship Management（英国）
	c.  Mr. Stuart Carpenter, Senior Surveyor, Lloyd's Register（英国）
	d.  Mr. Mark Hogson, Shell（英国：BLG 16 IGCコード DG議長）
	e.  Mr. Christpher Ridgewell, Lloyd's Register（フィンランド）
	f.  Mr. William Wayne, General Manager, SIGTTO
	g.  Mr. Bruno Babouis, SIGTTO
	h.  Mr. Roger Roue, SIGTTO
	i.  Mr. James Gaughan, American Bureau of Shipping (SIGTTO)
	j.  Mr. Philippe Ricou, Bureau Véritas（仏）


	ｲ. 打合せの結果は以下の通り。
	(ｱ) ROの件（提案文書表紙）
	a.  技術的事項では無いため、検討しなかった。
	b.  IMO事務局に検討を要請するのも一つの方法であるとの意見が出された。

	(ｲ) Hazardous areaの定義
	a.  コード第10章（電気設備）以外で用いる危険区域／非危険区域の定義について検討し、危険区域についてはCGが作成した案を、非危険区域については我が国提案文書の案を用いることに合意した。
	b.  その上で、我が国提案（現行コードの定義）及びIEC規格（IEC 60092-502）の各危険区域（Zone 0, Zone 1及びZone 2）の例を考慮して、危険区域の例をコードに含めることに基本的に合意し、ロイドのMr. Stuart Carpenterが草案を作成した。
	c.  30日の打合せでは、Mr. Stuart Carpenterが作成した草案に対する我が国代表団の検討結果に基づき、現行IGCコードの定義を例示として用いることについて打診したが、受け入れられなかった。
	d.  SIGTTO側は、IGCコードにおける定義は、IEC規格にある定義と整合させることになっていると述べたため、IMOでそのような決定がなされているか、追って確認することになった。
	e.  さらにSIGTTOは、IEC規格にある例を用いるべき旨を繰り返し主張したので、我が国は、IEC規格に基づく例示の問題点として、Airlockを構成する区画の例（以下を参照）を挙げて説明したところ、一定の理解が得られ、IEC規格の例に修正を加えて用いることで基本的に合意し、修正案の検討に入った。
	(a) Airlockを構成する区画は、IEC規格では危険区域に区分されており、電気設備は安全方であることが要求される。
	(b) 一方、IGCコード第3.2.3節の要件を考慮すれば、Airlockを構成する区画を危険区域とした場合、Airlockを構成する区画には非危険区域からの扉を設けてはならないことになり、Airlockが意味をなさなくなる。即ち、規則に矛盾が生じる。

	f.  修正案は、30日の夕刻（BLG 16の初日のDG終了後）、我が国側で打合せた後、SIGTTO側に送付し、31日の朝打ち合わせを行い、日本の修正案にて概ね合意された。
	(a) Airlockについては日本提案どおりこのリストでは含めない事に合意した。
	(b) 10章の適用上は別のリストがあることとの注記を挿入することに合意した。


	(ｳ) 小さい部屋における二避難経路の免除
	a.  我が国提案から"occasionally"との言葉を削除すべきとのMr. David MacRaeの提案に合意し、文言はDGで仕上げることにした。

	(ｴ) 毒性ガスに関するBow or stern loadingの禁止
	a.  我が国提案に基本的に合意し、文言はDGで仕上げることにした。

	(ｵ) 縦構造部材のheating
	a.  Mr. James Gaughanは、我が国提案に基づき、バックアップのHeating装置が自動的に起動する否かで、-30°Cと-55°Cを使い分ける案を示したていたが、Mr. Philippe Ricou（BV）はこれに反対した。
	b.  一方、Mr. Philippe Ricouは、我が国の案の温度を-30°Cとすれば受け入れられると述べたため、我が国提案に基づき、鋼材温度は-30°Cまたは計算温度より30°Cの低い方の温度とすることで、また、この部材を計算に組み入れなくても縦強度基準が満たされることを条件に、縦構造部材にもHeatingを認める案に合意した。

	(ｶ) Limit state design
	a.  4.26.3.2までを残し、それ以降は削除することで合意した。
	b.  また、我が国提案のうち、"The procedure and relevant design parameters of limit state design shall be approved by the Administration based on the guidelines developed by the Organization." との文は取り入れることに合意した。
	c.  4.26.1か4.26.2の文中において4.3 “Cargo containment system safety principles”に、より明確に言及するように修正することで合意した。

	(ｷ) Cargo System Valve Requirementsの重複記載
	a.  我が国が削除を提案した文のうち、一部は削除し、一部は残すことに合意し、文言はDGで仕上げることにした。

	(ｸ) Emergency shutdown valvesの試験要件
	a.  我が国提案に対するMr. David MacRaeに修正案（第1文を残し、第2文を削除）に基本的に合意し、文言はDGで仕上げることにした。

	(ｹ) 電気設備の故障モード10.1.6の記載の一部削除
	a.  我が国提案が合意された。

	(ｺ) ファンの予備品
	a.  我が国提案に基本的に合意し、文言はDGで仕上げることにした。

	(ｻ) High level alarmingの機能確認のタイミング
	a.  我が国提案が合意された。

	(ｼ) Automation systems
	a.  我が国提案を考慮した文に修正することに合意し、文言はDGで仕上げることにした。

	(ｽ) ガス検知装置の搭載要件
	a.  我が国提案が合意された。

	(ｾ) Type 1G船への特別要件の追加
	a.  我が国提案が合意された。

	(ｿ) ESD
	a.  Level alarm blocking については、表18.1には項目を残すものの "if fitted" との言葉付け加えることに合意した。即ち、タンクレベルの警報を遮断する機能を要求するかのような表現は避けるべきとの我が国の基本的意見は合意された。一方で、タンクレベルの警報を遮断した場合についての要件を設けることに合意した。
	b.  船／陸間のリンク（14.2.4節）については、合意に至らなかった。
	c.  電源復旧の際の自動起動の禁止（14.2.5節）については、我が国の修正提案（付録4参照）が合意された。
	d.  14.2.8節の用語（"cargo valves" vs "ESD valves"）については、我が国の提案（"ESD valves"）が合意された。


	ｳ. 打合せ結果に基づき、プレナリーでは、我が国提案に対しては、適宜SIGTTOが発言することになった。

	(2)  DGにおける審議（プレナリーにおける審議前）
	ｱ. プレナリーにおける審議前に、本議題に係るDGを開始することが合意された。但し、プレナリーにおける審議の前には、改正IGCコードの内容に係る事項（substantial issues）は検討せず、表現上の事項（editorial issues）のみを検討するよう指示された。
	ｲ. DGへの参加国・機関は、マーシャル諸島（議長）、韓国、バハマ、クック諸島、ドイツ、SIGTTO、フランス、米国、スペイン、英国、ノルウェー、マレーシア、中国及び我が国であった。
	ｳ. DGは、CGが用意した改正IGCコード案（BLG 16/7, Annex 1）に基づき作業を進めた。
	a.  SIGTTOは、第4章を主として、各種の修正を提案した。
	(a) 疲労に係る設計法については、現行コードにも、改正コード案にも無い考え方の導入を提案したが、これは内容に係る事項であるとの理由により、DGでは審議されなかった。
	(b) さらに我が国は、こうした複雑な事項は、提案文書無しに審議することは困難である旨を指摘したところ、今後は、IACSに検討を要請したい旨、SIGTTOより発言があった。
	b.  我が国は、国内における検討の段階で認識していたeditorialな修正6件を提案し、全て合意された。
	c.  我が国は、"in accordance with" との表現を用いて、IEC/ISO規格を脚注引用するのは、IMO文書における引用に係る表記の基準（第22回総会決議第911号"Uniform wording for referencing IMO instruments"）を考慮すれば妥当では無い旨を指摘したところ、この問題については、事務局（Mr. Joseph Westwood-Booth）の判断を仰ぐことになった。


	ｴ. BLG 16/7, Annex 2に基づき、他の小委員会に検討を依頼すべき事項の案を作成した。
	ｵ. BLG 16/7, Annex 4にある未審議のCGコメントのうち第3項、即ち、陸上側の圧力逃し弁の設定に係る要件について審議した。
	(ｱ) 我が国の対処は、適宜対処（反対を要しない）であった。
	(ｲ) 審議の結果、証書の書式等は変更せず、陸上側の圧力逃し弁の設定をも考慮した逃がし弁の設定圧力をCargo operations manualsに明記することに合意した。

	ｶ. BLG 16/7, Annex 4の末尾にある鉤括弧等要検討事項について逐一審議した。
	ｷ. 適用に係る要件について審議した。
	(ｱ) CGが用意した改正IGCコード案には、現存船に係る規定がなかったため、我が国は、以下の文を追加すべき旨を提案した。
	a.  1.1.2bis Ships constructed before (date) shall comply with resolution MSC.5(48) as adopted by resolution MSC.5(48) and as amended by resolutions MSC.30(61), MSC.32(63), MSC.59(67), MSC.103(73), MSC.177(79) and MSC.220(82) are complied with.

	(ｲ) さらに、CGが用意した改正案の第1.1.3節は、改造によりガスキャリアとなった船に関する適用日が（date to be entered）、即ち、改正案の発効日となっていた。この点についても、我が国は、こうした船へのコードの適用日は、IGCコードの本来の適用日（SOLAS条約第VII章第12規則参照）である1986年7月1日にすべきである旨を指摘した。
	(ｳ) 上記1.1.2bis、即ち、現存船への適用に係る条項の取り入れについては支持があったが、第1.1.3節の日付の改正については、以下の審議の結果、合意されなかった。
	a.  フランス、英国、クック諸島及び議長は、このコードは新しいコードであり、現行コードの改正では無いとの理解であり、改造ガスキャリアへの適用日も、この新コードの発効日である旨を主張した。
	b.  これに対して我が国は、もし、新しいコードであるとした場合、SOLAS条約第VII章第11規則の改正がある旨を指摘した。
	c.  DGは、SOLAS改正等の問題は、このDGで扱うべきでは無いとの認識の下、第1.1.3節の日付は（date to be entered）のままとして、ここでは審議しないことに合意した。

	(ｴ) よって、適用日、またはSOLAS条約の改正については、MSCで再度審議する必要があると考えられるため、留意願いたい。


	(3)  プレナリーにおける審議（DG終了前）
	ｱ. 我が国提案（BLG 16/7/1）の審議
	(ｱ) 代行機関（Recognized Organization）を主管庁（Administration）に修正する件
	a.  代行機関を主管庁に修正すべきとの我が国提案に対しては、SIGTTO及び英国は反対したものの、オランダ、豪州、ドイツ、パナマ、スペイン、クック諸島は支持し、原則合意され、具体的な修正については、DGでの検討することとなった。
	b.  各発言の概要は以下の通り
	(a) SIGTTOは、タンクの設計の詳細は、実際には船級協会規則によるとの現実を考慮して、第4章では、意図的に船級協会に言及し、その他の部分では、代行機関の承認で良いと考えて、敢えて代行機関と記載した旨を述べ、我が国提案に反対した。
	(b) 英国は、SIGTTOの意見を支持した。
	(c) オランダ、豪州、ドイツ、パナマは、我が国提案を支持した。
	(d) IMO事務局、ISM Codeには、主管庁または代行機関の表現もあると発言した。
	(e) スペインは、事務局の言う表現でも良いとしつつ、我が国提案を支持した。
	(f) クック諸島は、そもそも代行機関は、主管庁の承認を前提としているので、コードに記載すべきは主管庁であるとして、我が国提案を支持した。
	(g) 議長は、本件に係る我が国提案は支持されたとして、DGに、修正を指示した。


	(ｲ) 我が国提案文書の付録にある各種修正案の審議
	a.  プレゼンテーションの中で、我が国は、以下の通り発言した。
	(a) 縦強度部材のヒーディング(第4.18.1.5節)については、提案文書中の鉤括弧に入った数値のうち、-30度及び30度を残し、-55度及び55度を削除するとした。
	(b) Limit state design（第4.26節）については、特に、各種パラメータ等詳細は、現時点では、記載すべきでは無い旨を主張した。

	b.  議長は、最初に審議方法として以下の三通りが考えられるとした。
	(a) この場で逐条審議する。
	(b) 我が国提案に基本的に合意した上で、DGに修正案の作成を指示する。
	(c) CGを設置して検討する。

	c.  SIGTTOは、我が国提案を基本的に支持した。
	(a) 縦強度部材のヒーディングについては、技術的な説明を行った上で、基本的には支持との意見を述べた。
	(b) Limit state designについては、詳細を記載しないことは賛成したが、基本的な事項はコードに記載すべきであり、我が国提案は修正が必要であり、さらに指針はCGで作成したい旨を述べた。

	d.  ノルウェー（CGコーディネータ）は、CGが作成した案（BLG 16/7, Annex 1）は、CGでの合意に基づくものであるとして、これを修正する我が国提案には反対した。特にLimit state design（4.26）については、CGで十分に議論した旨を述べた。また、今次会合で設置するのは、DGであってWGではないことを理由に、検討を委ねるべきでは無いとの意見を述べた。
	e.  ドイツは、Limit state designについては、基本的な事項はコードに記載すべきとのSIGTTOの意見を支持した上で、さらに、指針も義務化すべきとした。
	f.  議長は、Limit state designについては、SIGTTOの意見に合意した上で、DGに検討を指示したいと述べた。
	g.  ICSは、我が国提案はeditorialではなく、我が国提案については、CG等で検討すべきとした。また、Limit state designの指針の義務化については、IMOは、一般には、設計の詳細に係る要件は義務化していないことを理由に、義務化すべきではないとの意見を述べた。
	h.  スウェーデンは、我が国提案のうち、小さい部屋における二避難経路の免除（第3.3.5節）に反対した。
	i.  ドイツは、現時点でプレナリー審議するよりも、まずDGで検討し、内容に係るためDGでは決定できない事項を明らかにしてから、プレナリーで審議してはどうかと述べた。
	j.  議長は、我が国提案は技術的詳細に係る提案であり、プレナリーで詳細に審議することは困難であるとの認識を示した上で、以下の審議方法を採用する旨を述べた。
	(a) 我が国提案を逐条検討する。
	(b) 全く反対がない事項は、基本的に合意されたものとしてDGに検討を指示する。
	(c) 一件でも反対がある場合、今次会合では審議せず、CGに検討を委ねる。
	(d) 但し、CGの設置の可否については、後日判断する。

	k.  議長の審議方法にそって、我が国提案について逐条審議を進めたが、以下の通り、途中まで審議した時点で、すべてをCGへ付託することとなった。
	(a) Hazardous areaの定義
	i. ノルウェーが我が国提案に反対した。
	ii. SIGTTOは、現在の案には不満であり、IEC規格との整合を図るべきとの意見を述べた。
	iii. 議長は、この事項はCGで検討すべきとした。

	(b) 小さい部屋における二避難経路の免除
	i. スウェーデンが反対したことを考慮して、議長は、この事項はCGで検討すべきとした。

	(c) 毒性ガスに関するBow or stern loadingの禁止
	i. 英国が反対したため、議長は、この事項はCGで検討すべきとした。

	(d) Heating式縦通隔壁の件(4.18.1.5)
	i. ノルウェーが反対したため、議長は、この事項はCGで検討すべきとした。

	(e) Limit state design
	i. ノルウェーが反対したため、議長は、この事項はCGで検討すべきとした。

	(f) Cargo System Valve Requirements
	i. 英国が反対したため、議長は、この事項はCGで検討すべきとした。



	(ｳ) 改正IGCコード案の審議方法について
	a.  CGで検討するとの議長の総括を受けて、クック諸島は、コードの全面見直しが、さらに一年送れることについて、懸念を示した。
	b.  これに対して議長は、目標年は2013であり、次回はWGを設置して審議することもできるとの考えを示した。
	c.  クック諸島は、他の小委員会で検討するには、合意済みのBLG小委員会で合意した案を送るべきであるとの意見を述べた。
	d.  このクック諸島の発言に対して、IMO事務局は、来年、改正案を修正してから他の小委員会に検討を要請することも考えられるが、その場合、さらに一年を要する点を指摘した。
	e.  ドイツは、鉤括弧を付したままの案を各小委員会に送れば良いとの意見を述べた。また、CGに付託するかどうかは、後で決める必要がある点を指摘した。
	f.  SIGTTOは、改正コード案の完成が一年遅れるのは問題であるとして、ドイツの意見を支持した。
	g.  議長は、他の小委員会が検討するのは、常に案の段階であり、我が国提案による修正案を鉤括弧付きで挿入した案でも、他の小委員会における検討には支障が無いとの考えを示した。一方で、我が国のコメントは詳細であり、審議には時間を要するため、この場での検討には適さないとして、CGに付託することを決定した。
	h.  また、前回設置したCGで合意に至らなかった事項のうち、内容に係るものであり、DGでの審議に適さない事項も、CGで検討することを決定した。


	ｲ. BLG 16/7/2（ノルウェー）の審議
	(ｱ) 豪州及びSIGTTOが支持したため、提案は基本的に合意され、DGに検討が指示された。

	ｳ. BLG 16/7/3（ドイツ）の審議
	(ｱ) SIGTTOは、安全弁のサイズについては、十分に審議した上で、同じサイズにすべきと判断したことを理由に、ドイツの提案に反対した。
	(ｲ) ノルウェーは、ドイツの提案を支持した。
	(ｳ) 英国、バハマ、クック諸島及びスペインは、SIGTTOの意見を支持した。
	(ｴ) 議長は、この提案は、合意されなかった判断し、ドイツの提案に基づく改正は行わないことにした。

	ｴ. BLG 16/7のAnnex 4（CG未審議コメント）の審議
	(ｱ) 提案1（特別要件の削除に係る中国提案）：支持が無かった（発言が無かった）ため、この提案は、合意されなかった。
	(ｲ) 提案2（縦強度部材のヒーティングに係る修正案）：この提案は我が国提案と同じ事項に係るものである旨を我が国が指摘したところ、議長はCGに検討を委ねることにした。
	(ｳ) 提案3（安全弁の圧力設定）
	a.  クック諸島は、港内における安全弁の圧力設定（Harbour settings of the valve）は、マニュアルと証書の両方に記載してはどうかとの意見を述べた。
	b.  議長は、提案は基本的に合意されたとして、マニュアルに記載するか、証書に記載するかについては、DGに検討を指示した。
	c.  英国は、DGに検討を委ねるのは問題があるとした。
	d.  議長は、もし審議が困難であれば、プレナリーに戻すよう、DGに指示した。


	ｵ. DGへの指示
	(ｱ) 以上により、DGには、以下の通り指示した。
	a.  CGが作成した案（BLG 16/7, Annex 1）についてさらに検討すること。その際には、
	(a) 我が国提案のうち、Recognized Organizatiosに係る修正を行うこと。
	(b) BLG 16/7/2（ノルウェー提案）に基づく修正を行うこと。
	(c) BLG 16/7, Annex 4の提案3に基づく修正を行うこと。その際、CGに検討を付託すべき内容的な修正に該当する事項を抽出すること。

	b.  BLG 16/7, Annex 2に基づき、他の小委員会に検討を付託する事項を検討すること。
	c.  CGへの付託事項を作成すること。



	(4)  DGにおける審議（プレナリにおける審議後）
	ｱ. 他の小委員会に検討を付託する事項
	(ｱ) BLG 16/7, Annex 2に基づき、他の小委員会に検討を付託する事項を検討した結果、この項目には修正を要しないことに合意した。

	ｲ. CGへの付託事項については、後述する非公式グループでの検討を勘案して、以下の案を作成した。
	(ｱ) 整合性の確保のため、さらにIGCコード案を改善（refine）すること。
	(ｲ) 表現上の問題点を抽出すること。
	(ｳ) 我が国提案文書の付録にある修正案について検討すること。
	(ｴ) 我が国提案文書の付録にある修正案とは別に、鉤括弧が残っている箇所（5.11.4、13.6.17 及び第19章のジメチルエーテル（DME）の特別要件）について検討すること。
	(ｵ) BLG 17に報告書を提出すること。

	ｳ. Recognized Organizatios
	(ｱ) DGは "Recognized Organizations" は"the Administration or recognized organization acting on its behalf"に置き換えることに合意した。
	(ｲ) 修正を要すると考えられる"Recognized Organizations" に係る記述のリストを我が国が作成し、DGで検討した結果、修正作業は事務局に一任することに合意した。

	ｴ. "should"/"must"/"shall"/"is (are) to be" の使い分けが不適切と考えられる記述を我が国が抽出し、これをDGで検討したところ、DGは、これら修正を事務局へ一任することに合意した。
	ｵ. 義務要件に係る表現
	(ｱ) "in accordance with" の表現については、IMO Assembly resolution A.911(22) "Uniform wording for referencing IMO instruments" を勘案して、"based on" に修正することについて検討した。
	(ｲ) 殆どの部分は "in accordance with recognized standards" との表現であった。
	(ｳ) これに対して、"recognized standards"の定義を「主管庁または代行機関が承認した基準」に修正した。
	(ｴ) この修正を受けて、"in accordance with recognized standards" は、結局のところ、「主管庁判断による」と同様の条件になることに鑑み、これらの表現は基本的には変更しないことに合意した上で、平仄を合わせた。

	ｶ. DGはノルウェー提案（BLG 17/7/2）について検討し、修正を行った。
	(ｱ) ノルウェー提案の意図は、ガス使用機器を有する区画の配管が二重配管であって、フランジ等漏洩の原因となる部分が無い場合（内管のフランジが外管の中に入っている場合を含む）、各分岐毎に弁を設ける必要は無いとの規定を入れることであるとの理解の下、修正案を作成した。
	(ｲ) これに対して我が国は、ノルウェー提案の書きぶりでは、二重ではない配管に要件が適用されなくなくなることに懸念を有していたが、単管は暴露甲板上以外には認めらない一方で、防爆すべき区域を限定する目的で、実際には、ガス使用機器が暴露甲板上に設置される可能性は非常に小さいことから、この懸念は、有意なものでは無いとの認識の下、SIGTTO等が提示したノルウェー提案の修正案に合意した。

	ｷ. CGで合意に至らなかった事項
	(ｱ) CGで合意に至らなかった事項は、BLG 16/7, Annex 1の中で鉤括弧が付されており、また、同文書Annex 4の最後に、"Other outstanding issues" として、リストアップされている。
	(ｲ) DGは、これらの事項について逐一検討し、表現上の問題と思われる事項については修正案を作成した。
	(ｳ) 一方、内容に係る事項としては、5.11.4、13.6.17 及DMEの特別要件があり、鉤括弧付きのままとなった。


	(5)  非公式グループ（2月2日午後）
	ｱ. 英国は、改正IGCコード案を早く完成させる目的で、CGにおける検討が予定されている事項について、非公式グループで検討の上合意し、修正案をJペーパとしてプレナリーに提出し、今次会合にて内容的な審議を終了させることについて、プレナリー議長及び事務局の合意を取り付けた。その上で、DGメンバーに対して、協力を要請した。
	ｲ. 非公式グループによる検討は、もし、Jペーパが合意されない場合でも、その修正案をCGにおける検討のスタートラインとして用いることで、適切な妥協点を模索すること資することを勘案して、我が国はこれに合意し、また、SIGTTOを含むDGの主要メンバーもこれに合意した。
	ｳ. 非公式グループには、バハマ、マーシャル諸島、クック諸島、ノルウェー、フランス、韓国、ドイツ、英国、米国、マレーシア、我が国及びSIGGTOが参加した。
	ｴ. 各事項に関する検討結果の概要は以下の通り。
	(ｱ) Hazardous area等の定義については、SIGTTO関係者との事前打ち合わせの通りと、危険場所についてはCG案を、非危険場所については我が国提案を採用し、例示を加えることに合意した。
	(ｲ) 小さい部屋における二避難経路の免除については、SIGTTO関係者との事前打ち合わせの合意のもとに表現の修正を行った。その結果、扉までの距離が5m以下の部屋のみ免除となった。即ち、SOLAS条約では、入室頻度が少ない(occasionally)部屋も免除できることになっている、「頻度が少ない(occasionally)」の意味が曖昧であることから、この部分は採用されなかった。
	(ｳ) 毒性ガスに関するBow or stern loadingの禁止については、SIGTTO関係者との事前打ち合わせの通りとなった。
	(ｴ) 縦構造部材のheatingについては、我が国提案の通り（-30度／30度を採用）に合意した。その際、ノルウェーが懸念を示していたため、SIGTTOが内容を説明した。
	(ｵ) Limit state design（LSD）については、SIGTTO関係者との事前打ち合わせをもとに、さらに調整の上、合意した。
	a.  水曜日に、我が国エキスパートとMr. James Gaughan（ABS, SIGTTO）が打合せを行い、詳細な数式及び数値は記載しない案が作成された。
	b.  DGは、この案に合意した。
	c.  さらにLimit state design（LSD）に係る指針については、他のタンク方式には義務要件が課されるのに対して、LSDで設計する場合に、義務要件が適用されないのは一貫性が無いことを理由に、義務化すべきとの意見を述べた。
	d.  この意見を受けてDGは"The Use of Limit State Methodologies in the Design of Containment Systems of Novel Configuration"（MSC決議）を本文引用する案を作成した。
	e.  一方、グループは、MSC決議とする場合、IGCコードと同時に採択する必要がある旨を認識し、議長（DG議長）は、スケジュールの問題を懸念していた。また、事務局は、新規作業計画が必要かもしれない点を指摘した。
	f.  この決議については、ドイツ、ノルウェーSIGTTO等と我が国で作成すれば良いであろうことを確認した。

	(ｶ) Cargo System Valve Requirementsの重複記載については、SIGTTO関係者との事前打ち合わせの通りとなった。
	(ｷ) Emergency shutdown valvesの試験要件については、SIGTTO関係者との事前打ち合わせの通りとなった。
	(ｸ) 電気設備の故障モード10.1.6の記載の一部削除については、SIGTTO関係者との事前打ち合わせの通りとなった。
	(ｹ) ファンの予備品については、SIGTTO関係者との事前打ち合わせをもとに、我が国提案に加え、ファン1台が故障しても必要換気量を満たすべきとの要件を追加した。
	(ｺ) High level alarmingの機能確認のタイミングについては、SIGTTO関係者との事前打ち合わせの通りとなった。
	(ｻ) Automation systemsについては、SIGTTO関係者との事前打ち合わせ結果をもとに、自動システムのソフトウェアの設定及びパラメータの意図しない変更を防ぐことを明示し、「全てのステークスホルダー(all relevant stakes holders)」を「関係者(relevant parties)」に書き換えることに合意した。
	(ｼ) Type 1G船への特別要件の追加については、我が国提案が合意された。
	(ｽ) ESDについては、SIGTTO関係者との事前打ち合わせをもとに、詳細な検討が行われ、注記の追加等を含む表の改正案が作成された。
	(ｾ) 19章のDMEの特別要件については、パッキン関係の要件のみを追加で適用するとのSIGGTOの案に合意した。
	(ｿ) 5.11.4章の高圧燃料ガス配管の外管及びダクト壁の設計要件については、配管の設計圧力が臨界圧力（メタン≒45気圧）を超える際には、直線部のせん断膜応力が最小引っ張り応力の2/3倍以下に抑えることで合意した。
	(ﾀ) 13.6.17章の内燃機関のクランクケースのガス探知機の要件の適用については、ガスを燃料とする「全ての内燃機関」に適用することに合意した。


	(6)  プレナリーにおける審議（DG終了後）
	ｱ. DGの結果の審議に先立って、非公式グループの結果（BLG J/7）が報告された。引き続きDGの結果（BLG 16/WP.7）が報告され、特段の発言は無いまま、DG報告の要請事項（第13節）に従って審議された。
	ｲ. DGが作成した改正案が以下の変更の後、承認された。
	(ｱ) プレアンブルの第7節（BLG 16/WP.7, Annex, 第2節参照）を以下の通り修正："The development of the Code has been greatly assisted by a number of organizations in consultative status, such as the Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Limited (SIGTTO) and other organizations such as members of the International Association of Class Societies (IACS)"

	ｳ. 改正コード案の仕上げを事務局に指示した。
	ｴ. 他の小委員会に検討を付託する事項を承認した。
	ｵ. BLG 16/J/7にある修正案に合意し、CGは設置しないことになった。
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